
議 案 第 3 号

特定資産積立預金の取崩について（案）

広島県薬剤師会館の移転経費とするため、公益社団法人広島県薬剤師会積立預金規

程第５条及び公益社団法人広島県薬剤師会特定費用準備資金及び資産取得資金取扱規

程第５条の規定により、次の特定資産積立預金を取り崩すことについて、総会の承認

を求める。

特定資産

会館施設設備整備積立預金 １２,５２８,５３５円

医薬分業施設設備整備積立預金 ２５,４２１,８９４円

特定費用準備資金積立 ４３,５２５,３０２円

合 計 ８１,４７５,７３１円
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